
1　介護保険料の算定について

第９期（2024～2026年度）介護保険料の基準額について

～9月

STEP1 人口推計
3年間の町田市の高齢者人口（第１号被保険者数）を推
計します。

STEP2 認定者数の推計 高齢者人口のうち3年間の認定者数を推計します。

STEP3

　介護保険事業計画（以下「事業計画」という。）は、介護保険法に基づき３年を単位として市区町村
が策定します。介護保険料は、この３年間の事業を実施するための財源として算定されます。
　65歳以上である第１号被保険者は、総事業費のうち一定割合（第8期事業計画では23％相当）を保
険料として負担する仕組みとなっているため、総事業費を推計することにより必要な保険料を算出する
ことができます。
　また、個人の介護保険料は、本人や世帯の市民税の課税状況や本人の前年の所得などにより変わるた
め、ここではそれらの計算の基礎となる「基準額」を算定します。

12月下

旬～1月

中旬

最終推計
2023年度の最新の実績（認定者数・総事業費）や確
定した内容（介護保険制度改正、介護報酬改定）を反
映した上で、再度STEP1～4を実施します。

３月 第9期介護保険料基準額の決定
介護給付費準備基金の活用を検討し、最終的な介護保
険料を決定します。

総事業費の推計

介護保険制度改正の内容、介護報酬改定の見込み等を
勘案し、3年間で要する総事業費を推計します。
（総事業費の内訳）
　・各介護サービスの給付費
　・地域支援事業費

STEP４ 介護保険料基準額の算定

総事業費（推計）から、第1号被保険者が保険料として
負担すべき金額を算出し、ひとり当たりの平均額を介
護保険料の「基準額」とします。第１号被保険者の介
護保険料は「基準額」を基に算定します。

12月 パブリックコメント
保険料を含む事業計画全体のパブリックコメントを実
施し、市民からご意見をいただきます。

資料 ４
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２　第８期における介護保険料月額基準額

（１）介護保険料月額基準額について

介護保険料月額基準額 ：

   

   

第８期計画の月額基準額 ： 5,750円

（２）介護保険料月額基準額の算定方法（第８期）

※ 調整交付金　 :

※　インセンティブ交付金 :

※ 介護給付費準備基金 :

第１号被保険者の介護保険料の基準となる１ヵ月あたりの保険料額。月額基準額を
基に、本人・世帯の住民税の課税状況と本人の所得状況によって所得段階ごとの保
険料を算定。

後期高齢者の比率や所得水準による市町村間の介護保険の財政力を調整するために、標
準給付費の5%を基準として国から交付される。交付割合が５％を下回った場合は、不
足分を第１号被保険者が負担。

高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組を積極的に行った自治体を評価し、その
評価に基づいて自治体に支給される交付金。

計画期間における財政の均衡を保つために設置した基金で、第１号被保険者の保険料の
剰余金等を積み立て、保険給付費等に要する費用に不足が生じた場合に充当を行う。ま
た、次期計画期間の保険料の上昇抑制に活用する。
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３　介護保険料月額基準額の推移・他市比較

（１）介護保険料月額基準額の推移

（２）介護保険料月額基準額の全国平均・東京都平均

（３）介護保険料月額基準額の東京都２６市及び近隣市の状況　　★･･･東京都外

※第８期基準額の高い順

第6期 第7期 第8期
2015～2017年度 2018～2020年度 2021～2023年度

町田市 5,390円 5,450円 5,750円

全国平均 5,514円 5,869円 6,014円

自治体名順位※ 自治体名 第6期 第7期 第8期

東京都平均 5,538円 5,911円 6,080円

東京都26市平均 5,278円 5,577円 5,813円

第6期 第7期 第8期
2015～2017年度 2018～2020年度 2021～2023年度 2015～2017年度 2018～2020年度 2021～2023年度

順位※

八王子市 5,408円 5,407円 5,750円

2 狛江市 5,250円 5,950円 6,250円 16

1 昭島市 5,700円 6,050円 6,280円 16

町田市 5,390円 5,450円 5,750円

5,750円

4 国立市 5,650円 6,025円 6,183円 16 あきる野市 5,000円 5,200円 5,750円

3 武蔵野市 5,960円 6,240円 6,240円 16 東村山市 5,750円 5,750円

5,600円

6 福生市 5,792円 5,903円 6,126円 21 武蔵村山市 4,725円 5,398円 5,534円

4 清瀬市 5,683円 5,829円 6,187円 20 小金井市 5,200円 5,400円

5,400円

8 西東京市 5,683円 6,373円 6,058円 23 青梅市 4,800円 5,000円 5,300円

7 日野市 5,040円 5,480円 6,115円 22 稲城市 4,800円 5,200円

5,300円

10 国分寺市 5,733円 5,916円 5,916円 25 多摩市 4,550円 4,809円 5,200円

9 府中市 5,225円 5,715円 5,995円 23 東大和市 4,800円 5,200円

5,100円

11 調布市 5,200円 5,600円 5,900円 　★相模原市 5,375円 5,800円 6,000円

11 三鷹市 5,500円 5,750円 5,900円 26 羽村市 4,500円 4,800円

11 東久留米市 4,900円 5,400円 5,900円 　★横浜市 5,990円

6,315円

15 小平市 5,100円 5,300円 5,800円

6,200円 6,500円

14 立川市 5,880円 5,880円 5,880円 　★川崎市 5,540円 5,825円
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